
国立大学法人大分大学長の解任に関する規程 

平成２８年３月２４日制定 全部改正 

平成２８年規程第１１号 

 

国立大学法人大分大学長の解任手続に関する規程（平成１８年規程第１８号）の全部を改正

する。 

 

（趣旨） 

第１条  この規程は，国立大学法人大分大学学長選考・監察会議規則（平成１６年規則第１０号。

以下「規則」という。）第８条の規定により，国立大学法人大分大学長（以下「学長」という。）

の解任に関し，必要な事項を定める。 

 

（解任申出の事由） 

第２条 学長選考・監察会議は，学長が次の各号のいずれかに該当する場合は，文部科学大臣に

学長の解任の申出を行うことができる。 
（１） 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（２） 職務上の義務違反があるとき。 

（３） 職務の執行が適当でないため国立大学法人大分大学の業務の実績が悪化した場合であ

って，引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。 
（４） その他学長たるに適しないと認められるとき。 

  
（解任の請求） 

第３条 学長の解任の請求は，次の各号のいずれかにより行うものとする。 

（１） 学長選考・監察会議の委員総数の過半数の連署による請求 

（２） 経営協議会の委員総数の過半数の連署による請求 

（３） 教育研究評議会の評議員総数の過半数の連署による請求 

（４） 国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号）の適用を受ける者のう

ち，別表に掲げるものの４分の１以上の署名による請求 

２ 前項第１号，第２号及び第３号の解任の請求に当たっては，様式第１号を学長選考・監察会

議議長に提出しなければならない。 

３ 第１項第４号の解任の請求に当たっては，様式第２号を学長選考・監察会議議長に提出しな

ければならない。 
 

（解任の審議） 

第４条 学長選考・監察会議議長は，前条に規定する解任の請求があったとき，又は規則第１０

条の規定により学長の職務の執行状況を確認し，解任の必要があると認めたときは，遅滞なく，

学長選考・監察会議を開催し，解任するか否かについて審議するものとする。 

２ 学長選考・監察会議は，前項に規定する審議に当たっては，学長に対し，弁明の機会を与え

なければならない。 

３ 第１項の規定による審議は，規則第６条第２項の規定にかかわらず，委員総数の３分の２以

上をもって決するものとする。 
 

（解任の公表等） 

第５条 学長選考・監察会議は，前条の審議の結果，第２条各号のいずれかに該当するとして，

文部科学大臣に学長の解任の申出を行った場合は，遅滞なく，様式第３号により解任に係る審

査の結果，解任の理由及び審査の過程を公表するものとする。 

２ 学長選考・監察会議は，前条の審議の結果，第２条各号のいずれにも該当しないとしたとき

は，当該請求をした者に対しその旨を通知し，及び公示するものとする。 
 

（その他） 

第６条  この規程の実施に関し必要な事項は，学長選考・監察会議が別に定める。 



 

附  則 

１ この規程は，平成２８年３月２４日から施行する。 

２ 国立大学法人大分大学長の解任手続に関する実施細則（平成１８年細則第５号）は，廃止す

る。 

 

附  則（平成３１年規程第３号） 

 この規程は，平成３１年２月２６日から施行する。 

 

附 則（令和３年規程第５１号） 
 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和４年規程第１０１号） 
 この規程は，令和４年１２月２６日から施行する。 



別表（第３条関係） 
 

職  種 職          名          等 

教  育  職  員 

大 学 教 員 

（民間企業等の出向職

員を除く。） 

教  授 

准教授 

講  師 

助  教 

助  手 

附属学校教員 教頭相当以上の職 

事  務  職  員 副課長相当以上の職 

図書系事務職員 副課長相当以上の職 

施設系技術職員 副課長相当以上の職 

教室系技術職員 技術専門員 

医療系技術職員 

薬剤師 副薬剤部長 

栄養士 栄養管理室長 

医療技術部長 

副医療技術部長 

看護系技術職員 看護師長以上の職 

リサーチ・アドミニスト

レーター 

総括ＵＲＡ 

ＵＲＡ 

 



様式第１号（第３条関係） 
 

国立大学法人大分大学長解任請求書 
年  月  日 

 

学長選考・監察会議議長  殿 

   解任請求代表者 

                      

                                  （自 署） 

                 

解任を請求する

学長の氏名 
 

解任を請求する

事由 

国立大学法人大分大学長の解任に関する規程（平成２８年規程第１１号） 
第２条第  号 

＜解任請求事由の根拠＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

連署欄（解任請求代表者を含む。） 

氏    名（自署） 氏    名（自署） 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 
㊞ ㊞ 

備考 規格はＡ４判とする。 



様式第２号（第３条関係） 
 

国立大学法人大分大学長解任請求書 
年  月  日 

 

学長選考・監察会議議長  殿 

                        解任請求代表者 

 

             （自 署） 

 

解任を請求する

学長の氏名 
 

解任を請求する

事由 

国立大学法人大分大学長の解任に関する規程（平成２８年規程第１１号） 
第２条第  号 

＜解任請求事由の根拠＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 規格はＡ４判とする。 



署名欄                       （ ページ番号 － 総ページ数 ） 

番号 所  属 職 名 氏  名（自署） 

１   ㊞ 

２   ㊞ 

３   ㊞ 

４   ㊞ 

５   ㊞ 

６   ㊞ 

７   ㊞ 

８   ㊞ 

９   ㊞ 

１０   ㊞ 

１１   ㊞ 

１２   ㊞ 

１３   ㊞ 

１４   ㊞ 

１５   ㊞ 

１６   ㊞ 

１７   ㊞ 

１８   ㊞ 

１９   ㊞ 

２０   ㊞ 

２１   ㊞ 

２２   ㊞ 

２３   ㊞ 

２４   ㊞ 

２５   ㊞ 

２６   ㊞ 

２７   ㊞ 

２８   ㊞ 

２９   ㊞ 

３０   ㊞ 

備考 この様式を複写して使用し，表の右上にページ番号を記入すること。 
 



様式第３号（第５条関係） 
 
 

国立大学法人大分大学長の解任の申出について 
 
国立大学法人大分大学長の解任に関する規程（平成２８年規程第１１号）第２条の規定により，

下記のとおり学長の解任の申出を行いましたので，同規程第５条第１項の規定により公表します。 
 
 
  年  月  日 
 
                     国立大学法人大分大学学長選考・監察会議 
                      議 長 
 
 

記 
 
 １ 氏   名 
 
２ 解任の事由 国立大学法人大分大学長の解任に関する規程第２条第 号 

 
 ３ 解任の理由 
 
 
 
 ４ 審査の過程 
  


